
☆　臨時的任用職員募集情報

募集内容
整理番号　R7－10

【募集職種】

【任期】

【募集人数】

【選考方法】

【応募資格等】

　

【応募方法】

【面接日】

【勤務場所】

【勤務時間】

【休日】

【基本給】

【諸手当】

【その他】

担当者
国土交通省近畿地方整備局
京都営繕事務所　総務課（担当：吉良）

TEL    ０７５ - ７５２  -  ０５０５  (代）

土曜日・日曜日・祝日・年末年始

〒606 -8395　京都市左京区丸太町川端東入ル東丸太町34-12京都第二地方合同庁舎５階

・拘禁以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその刑の執行猶予の期間中の
者その他その執行を受けなくなるまでの者
・一般職の国家公務員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者
・日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団
体を結成し、又はこれに加入した者

○　平成11年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている者（心神耗弱を原因と
するもの以外）

官庁施設の整備等に関する各種業務（工事監督、調査に係る書類及びデータの整理、各種書
類作成等）
育児休業に伴う臨時的任用職員（「国家公務員の育児休業等に関する法律」第７条第１項第２
号）として採用します。

令和７年９月１日以降、採用の日から１年間
※任期の更新はありません。

１名

履歴書による書類審査及び面接試験により選考します。

１．パソコンの基本操作ができ、かつ、ワード、エクセルが使えること。
２．建築の専門技術があり、以下①～④のいずれかに該当すること。
　①公共建築工事の発注者としての実務経験を有すること。
　②公共建築工事標準仕様書又はそれに準ずる仕様書を適用した工事において、発注者とし
     ての監督職員の経験を有すること。
　③建築物の設計又は工事監理に関する実務経験を有すること（民間企業での経験も可とす
     る）。
　④以下いずれかの資格を有すること。
　　　a)一級建築士又は二級建築士
　　　b)１級建築施工管理技士若しくは同技士補、又は２級建築施工管理技士若しくは同技士
        補
３．当該採用期間にわたり継続して勤務が可能なこと。
４．国家公務員採用試験を受けられる者と同様の下記の要件を満たす者であること。

以下のいずれかに該当しない者
○　日本の国籍を有しない者
○　国家公務員法第38条の規定により国家公務員となることができない者

２２６，０６６円～（大卒の場合）
学歴、職歴を考慮のうえ決定します。
（例）大学卒業後、同種の職務の経験が２０年ある場合　２９６，８０７円

通勤手当、期末手当、勤勉手当等

・医療保険は国家公務員共済組合に、年金保険は厚生年金保険に加入します。
・採用内定後、卒業証明書及び過去に在職した会社の在職証明書を提出していただきます。
・通勤可能な方に限ります。
・臨時的任用の事由がなくなった場合には、免職となる場合があります。
（例）育児休業者が休業期間終了前に復職した場合

下記の担当者まで電話連絡を行ったうえで、下記の宛先に履歴書を送付してください。
なお、書類審査の後、面接を受けていただく方に担当から日時をご連絡します。

【第一次面接】【第二次面接】
日程等の詳細は追って担当より連絡します。
※場所は以下のとおりです。
①第一次面接：京都営繕事務所（京都市左京区丸太町川端東入ル東丸太町３４－１２京都第二
合同庁舎５階）
②第二次面接：近畿地方整備局（大阪市中央区大手前３丁目１番４１号　大手前合同庁舎）

京都市左京区丸太町川端東入ル東丸太町３４－１２ 京都第２合同庁舎５F
国土交通省　近畿地方整備局　京都営繕事務所

原則として午前８時３０分から午後５時１５分まで


